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令和５年度、令和６年度 成年後見推進事業の実施状況について 

 

１ 成年後見推進事業の概要について 

 

（１）久留米市成年後見センターの運営事業 

① 成年後見制度の利用に関する助言等の総合相談対応 

② 成年後見制度に関する手続き等の相談・助言等の支援 

③ 制度の普及啓発（講演会、出前講座等） 

④ 市民後見人養成講座修了者の適正な活動支援のための支援体制の構築 

⑤ 受任調整業務 

⑥ 後見人等支援 

⑦ その他、成年後見センターの運営に関し必要な事業 

 

（２）市民後見人活動支援事業 

福岡家庭裁判所後見センターから発出された通知に基づき、令和３年度、市民後見人候補者の登録等を

定める「久留米市市民後見人候補者名簿登録・更新等要綱」を制定した。 

令和５年度には要綱において定める市民後見人候補者名簿登録のための面接の具体的な審査基準を「久

留米市市民後見人候補者名簿登録基準（面接審査）」として定めた。 

令和６年度は、９月に市民後見人候補者名簿登録希望者 1 名に対し面接審査を実施し、登録可との判定

結果であったため、１０月１日付で当該 1 名を久留米市市民後見人候補者名簿に登録した。また、１１月

には久留米市社会福祉協議会法人後見運営委員会を開催し、市民後見人へのリレーを前提とした法人後見

の辞任について審議いただき、承認いただいた。当該ケースについて、令和７年１月に久留米市社会福祉

協議会が福岡家庭裁判所久留米支部に対し辞任・選任の申立てを行ったところである。 

また、従来通りフォローアップ研修を実施した。 

 

（３）成年後見制度普及・啓発事業 

市民、介護保険事業者等を対象とした成年後見制度に係る講演会を実施した。 

    令和６年度は、市の認知症普及啓発イベントと同時開催した。 

 

（４）久留米市成年後見制度受任調整会議の開催 

  成年後見制度利用者がメリットを実感できる後見人等が選任されるように、申立の妥当性やあり方、求

められる業務、本人との相性等を検討する。 

  令和５年度は１０回開催し、１４件について検討を行った。 

  令和６年度は現在までに８回開催し、１２件について検討を行った。 

 

（５）久留米市成年後見推進協議会の開催 

成年後見制度利用促進に関する協議・検討を行う。 

① 地域連携ネットワーク・中核機関のあり方に関すること 

② その他、成年後見制度利用促進に関すること 

資料１ 
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【令和５年度久留米市成年後見センターの運営事業実績】 

 

 

  

  

    

 

 

⑤ ⑥ 
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（２）市民後見人活動支援事業（フォローアップ研修） 

① 令和５年度フォローアップ研修実績 

対象者 37 人 

ア 市民後見人養成講座修了生名簿に登録した者（Ａ群）：35 人 

イ 市民後見人養成講座修了生名簿を登録解除となった者（Ｂ群）：2人 

※市民後見人養成講座（平成 24～26 年度、平成 30 年度、令和 3～4 年度） 修了者数：109 名 

回 日 時 内  容 

受講者数 

（提出者

数） 

講義① 
10 月 14 日（土） ・ 成年後見制度の周辺知識等（１） 

講師：司法書士 藤島 多賢氏 

10 人 

10 月 18 日（水） 10 人 

講義② 
11 月 11 日（土） ・ 成年後見制度の周辺知識等（２） 

講師：弁護士 岡田 武志氏 

9 人 

11 月 14 日（火） 11 人 

実務① 
12 月 8 日（金） ・ 成年被後見人等への支援（意思決定支援） 

講師：社会福祉士 池田 将樹氏 

10 人 

12 月 16 日（土） 13 人 

実務② 1 月 27 日（土） 
・ 成年被後見人等への支援（支援ツールの紹介・価値観の理解）

講師：市（長寿支援課・健康推進課）ＮＰＯ法人 結の会 
15 人 

   延べ参加者数 78 人 

 

② 令和６年度フォローアップ研修実績 

対象者 37 人 

ア 市民後見人養成講座修了生名簿に登録した者（Ａ群）：29 人 

イ 市民後見人養成講座修了生名簿を登録解除となった者（Ｂ群）：8 人 

※市民後見人養成講座（平成 24～26 年度、平成 30 年度、令和 3～5 年度） 修了者数：111 名 

回 日 時 内  容 

受講者数 

（提出者

数） 

講義① 9 月 26 日（木） 
・ 成年後見制度の周辺知識等（１）（意思決定支援） 

講師：司法書士 藤島 多賢氏 
18 人 

講義② 11 月 12 日（火）  

・ 成年被後見人への支援（法律問題に関する対応） 

講師：弁護士 長本 祐佳氏 

・ 成年被後見人等への支援（認知症の基礎知識） 

・ 講師：市（長寿支援課） 

12 人 

実務① 12 月 14 日（土） 
・ 成年後見制度の周辺知識等（２）（意思決定支援） 

講師：弁護士 岡田 武志氏 
17 人 

実務② 1 月 18 日（土） 
・ 成年被後見人等への支援（事例検討：意思決定支援） 

講師：社会福祉士 池田 将樹 

22 人 

（予定） 

   延べ参加者数 69 人 
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③ 市民後見人養成講座修了生名簿登録者状況                     （単位：人） 

※各年度末の数値 

 

 

【参 考】市民後見人候補者の活動状況について（令和７年１月時点） 

 

久留米市社会福祉協議会 

日常生活自立支援事業生活支援員 法人後見支援員 

登 録 実 働 登 録 実 働 

１期生（平成２５年度登録） 5 4 2 1 

２期生（平成２６年度登録） 6 6 4 3 

３期生（平成２７年度登録） 0 0 0 0 

４期生（平成３０年度登録） 5 3 0 0 

県養成研修受講者 4 4 1 1 

合 計 20人 17人 7人 5人 

※日常生活自立支援事業生活支援員と法人後見支援員の両方の活動をしている方がいる。 

 

 

 【参 考】市民後見人養成講座修了生名簿登録フロー図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 30年度 県養成 合計（A群） 参考 

登録 

者数 
増減 

登録 

者数 
増減 

登録 

者数 
増減 

登録 

者数 
増減 

登録 

者数 
増減 

登録 

者数 
増減 

登録 

解除者 

（B群） 

27年度 25 -4 15 -2 9 0 － － － － 49 3 4 

28年度 20 -5 10 -5 10 -1 － － － － 40 -9 10 

29年度 14 -6 10 ０ 5 -5 － － － － 29 -11 21 

30年度 14 ０ 10 ０ 5 0 18 － － － 47 +18 17 

令和元年度 11 -3 8 -2 7 +2 12 -6 － － 38 -9 12 

令和２年度 10 -1 6 -2 6 -1 12 - － － 34 -4 9 

令和３年度 8 -2 7 +1 5 -1 10 -2 1 +1 31 -3 7 

令和４年度 9 +1 7 ０ 6 +1 11 +1 3 +2 36 +5 2 

令和 5 年度 7 -2 6 -1 4 -2 8 -3 4 +1 29 -7 8 

市
民
後
見
人
養
成
講
座
修
了
生
名
簿
登
録
者 

 

修
了
生
名
簿
登
録
解
除
者 

 

修
了
生
名
簿
登
録
資
格
失
効 

過去３年間 
名簿登録なし 

市
民
後
見
人
養
成
講
座 

 
 

修了・登録申請 

①   フォローアップ研修による講義を 
毎年複数回の開講のうち、１回以上受講 
ー 
②   フォローアップ研修による実務を 
毎年複数回の開講のうち、過去２年間で１回以上受講 
※①、②いずれも満たすことで名簿登録の更新を行う。 
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（３）市民後見普及啓発事業（成年後見制度講演会） 

① 周知方法 

ア チラシ配布 

市役所、各総合支所、各市民センター、各校区コミュニティセンター、各地域包括支援センター、地区社

会福祉協議会会長会、校区民生委員・児童委員会長会、介護福祉サービス事業者協議会会員等 

 

イ 市広報紙『広報くるめ』及び市社協広報紙『くるめ福祉』掲載、地域福祉課各コーディネーターへ周知

協力依頼（ふれあいの会班長会等） 

 

ウ 市・社協ホームページで掲載、久留米市 LINEにて配信、ラジオ放送 

 

② 令和５年度実績 

 

③ 令和６年度実績 

 

※参考 令和２年度実績 計 2回開催 延べ 48人 

令和３年度実績 計３回開催 延べ 54人 

    令和４年度実績 計 3回開催 延べ 92人 

※令和 2年度は 3回実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため２回中止とした。 

※令和 3 年度は 3 回実施したが、新型コロナウイルス感染拡大のため、開催当日に約 20 名キャンセルと

なった。 

 

 

 

 

 

 

回 日時／会場 テーマ ／ 講師名 対象者 参加者数 

１ 

令和５年１１月１７日（金） 

１３時３０分～１５時００分 

久留米市総合福祉センター２階 

「自分らしい明日のために 

 ～成年後見制度と終活～」 

講師：弁護士 岡田武志氏 

市民 

事業所等 

24人 

延べ 

82人 
２ 

令和５年１２月６日（水） 

１８時００分～１９時３０分 

久留米市総合福祉センター２階 

24人 

３ 

令和６年１月２８日（日） 

１０時００分～１１時３０分 

久留米市総合福祉センター２階 

34人 

回 日時／会場 テーマ ／ 講師名 対象者 参加者数 

１ 

令和６年９月２８日（土） 

１３時００分～１４時１０分 

久留米シティプラザ 久留米座 

「落語で知ろう成年後見制度」 

  講師：落語家 林家 きよ彦 

    司法書士 山下 由貴 

市民 

事業所等 
約 200人 
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（４）成年後見制度受任調整会議開催実績 

   

該当事例なし

法人後見

令和５年４月１８日（火） 該当事例なし

令和５年６月２０日（火）

第２候補 福岡県社会福祉士会

第２候補

令和６年１月１６日（火） 事例１

・女性
・障害者施設に入所中
・親族からの権利侵害に課
題

第１候補 法人後見
法人後見

（社会福祉法人　久留米市社会福祉協議会）

令和５年１２月１９日（火） 事例１

・女性
・統合失調症により入退院
を繰り返す

第１候補 福岡県社会福祉士会

福岡県社会福祉士会

第２候補 福岡県弁護士会

令和５年１１月２１日（火） 事例１

・女性
・夫婦共に認知機能が低
下し在宅生活が困難となっ
たため施設入所

第１候補 福岡県司法書士会

福岡県司法書士会

福岡県司法書士会

第２候補 福岡県社会福祉士会

第２候補 福岡県司法書士会

令和５年１０月１７日（火）

事例１

・男性
・ホームレス生活をしてい
たがくも膜下出血により入
院し現在は施設生活

第１候補 福岡県社会福祉士会

福岡県社会福祉士会

事例２

・男性
・障害のある子と同居して
いたが在宅生活が困難と
なり施設入所

第１候補 福岡県司法書士会

第２候補 福岡県社会福祉士会

法人後見
（一般社団法人　いけだ社会福祉士事務所）

第２候補 福岡県社会福祉士会

令和５年８月１６日（水） 事例１
・女性
・マンションにて独居
・安否確認に課題

第１候補 法人後見
法人後見

（一般社団法人　いけだ社会福祉士事務所）

福岡県社会福祉士会

第２候補 福岡県社会福祉士会

第２候補 法人後見

福岡県社会福祉士会

福岡県司法書士会

令和５年７月１８日（火）

事例２

・女性
・在宅
・消費者被害・債務につい
て課題がある。

第１候補 法人後見
法人後見

（一般社団法人　いけだ社会福祉士事務所）

事例１
・女性
・精神疾患があり精神科病
院へ長期入院中

第１候補

第２候補 福岡県弁護士会

令和５年５月１６日（火） 事例１

・女性
・入院中
・自宅の管理・相続につい
て課題がある

第１候補 福岡県司法書士会

開催日 事例 対象者について 受任候補団体 成年後見人等候補者

事例１

・男性
・くも膜下出血で入院中
・収入確保、妻との婚姻関
係に課題

第１候補 法人後見

令和６年２月２０日（火）

事例１
・女性
・虐待にて乳児期より措置
入所中

第１候補 福岡県社会福祉士会

福岡県社会福祉士会

事例２
・女性
・統合失調症でデイケアを
利用しながら在宅生活

第１候補 福岡県社会福祉士会

令和５年９月１９日（火）

第２候補 福岡県司法書士会

事例３
・女性
・精神疾患と認知症により
入所中

第１候補 福岡県司法書士会

福岡県司法書士会

福岡県社会福祉士会

第２候補 福岡県司法書士会

第２候補 福岡県弁護士会

令和６年３月１９日（火） 事例１

・男性
・くも膜下出血により寝たき
りとなり長期入院中
・金銭管理に課題

第１候補 福岡県弁護士会

福岡県弁護士会

第２候補 福岡県社会福祉士会
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該当事例なし

第２候補 福岡県社会福祉士会

令和６年６月１８日（火） 事例１
・女性
・金銭管理に課題
・債務整理が必要

第１候補 福岡県弁護士会

福岡県弁護士会

第２候補 福岡県社会福祉士会

第２候補 福岡県司法書士会

令和６年５月２１日（火）

事例１
・男性
・金銭管理に課題
・債務整理が必要

第１候補 福岡県社会福祉士会

事例２

・男性
・以前まで前妻が金銭
管理を行っていたが現
在は施設管理

第１候補 福岡県司法書士会

福岡県司法書士会

福岡県社会福祉士会

福岡県司法書士会

第２候補 福岡県弁護士会

令和６年４月１６日（火） 事例１

・女性
・長女からの虐待により施
設入所
・相続手続きに課題

第１候補 福岡県司法書士会

令和５年７月１６日（火）

令和６年８月２０日（火） 事例１
・男性
・外国籍
・債務整理が必要

第１候補 福岡県社会福祉士会

福岡県社会福祉士会

第２候補 福岡県弁護士会

令和６年９月１７日（火）

事例１
・女性
・亡夫が遺した家に独居
・今後施設入所も検討

第１候補 福岡県司法書士会

福岡県司法書士会

第２候補 福岡県弁護士会

事例2

・男性
・近隣住民への迷惑行
為で逮捕され精神科病
院に入院中

第１候補 福岡県弁護士会

福岡県弁護士会

第２候補 福岡県司法書士会

令和６年１０月１５日（火）

事例１

・男性
・統合失調症でデイケア
を利用しながら在宅生
活

第１候補 福岡県社会福祉士会

福岡県社会福祉士会

第２候補 法人後見

事例2

・男性
・入院中。妻は施設入所
・退院後は施設入所を検
討

第１候補 福岡県司法書士会

福岡県司法書士会

第２候補 福岡県社会福祉士

事例3
・女性
・統合失調症と認知症で
入院中

第１候補 福岡県弁護士会

福岡県弁護士会

第２候補 法人後見

令和６年１１月１９日（火） 事例１
・女性
・知的障害で市外のＧＨ
入所中

第１候補 法人後見
法人後見

（一般社団法人　いけだ社会福祉士事務所）

第２候補 福岡県社会福祉士会

令和６年１２月１７日（火） 事例１
・女性
・認知症により入院中

第１候補 福岡県社会福祉士会

第２候補 福岡県司法書士会
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（５）成年後見推進協議会開催実績 

 

回 日 時 内  容 

第１回 ６月１４日（水）  
・令和５年度 成年後見推進事業の概要について 

・市民後見人の選任にかかる面接審査基準について 

第２回 １２月２６日（火） 
・令和４年度 成年後見推進事業の実施状況について 

・市民後見人の選任にかかる面接審査基準について 

 

 

 

２ 久留米市成年後見制度利用支援事業実績 
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※その他は、本人申立・親族申立・他市町村長申立等 

  ※グラフ下段：交付件数、グラフ上段：不交付件数 

 

 



1 

 

 

市民後見人養成の課題と今後の活躍支援について 

 

１ 市民後見人の養成について 

全国的に成年後見人等の受任者は親族が減少傾向、専門職が増加傾向であり、成年後見人等として親

族以外の第三者が選任されている状況である。 

これらの状況を踏まえ、国が策定した成年後見制度利用促進基本計画では、担い手の育成として「今

後の成年後見制度の利用促進の取組も踏まえた需要に対応していくため、地域住民の中から後見人候補

者を育成しその支援を図るとともに、法人後見の担い手を育成することなどにより、成年後見等の担い

手を十分に確保する」とされている。 

さらに、第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、「市民後見人養成研修修了者が後見人等

としてだけではなく、本人の意思決定支援などの幅広い場面で活躍できるようにするための取組を進め

ることが重要」とされている。 

 

２ 久留米市における市民後見人の養成について 

 本市では平成２４年度に市民後見人養成事業を開始した。 

【養成講座】 

平成２４～２６年度、平成３０年度に開催 

令和３年度からは福岡県社会福祉協議会において市民後見人養成講座を開催 

養成講座を修了した者は、「久留米市市民後見人養成講座修了生名簿」に登録 

・養成者数：112人（うち県養成 6人） ・養成講座修了生名簿登録者数：30人 

 【フォローアップ研修】 

  市民後見人としての登録・活動のため知識の維持向上を図る目的で、平成２５年度から毎年実施。

また、当該研修の受講は養成講座修了生名簿登録更新の要件となっている。 

 【実務経験】 

社協が実施する日常生活自立支援事業（日自）の生活支援員、法人後見事業の支援員として活動し

実践を積む。 

・日自支援員登録者数 20人      ・法人後見支援員：7人（日自と重複） 

 【候補者名簿への登録】 

  実務経験を積み、市が定める登録要件を満たす者について、面接審査を実施のうえ、市民後見人候

補者名簿へ登録 

  ・市民後見人候補者名簿登録者数：１名 

 【市民後見人選任・活動】 

  社協の法人後見からのリレーのケース及び市長申立ケースの中で、市民後見人が適していると判断

したものを、市民後見人候補者名簿登録者を後見人として家裁に申立て。 

  家裁が市民後見人を選任し、後見監督人として社協が選任され活動開始。 

  活動にあたっては後見監督人の監督、社協（成年後見センター）から活動支援。 

  ・市民後見人を候補者とした申立て（社協の法人後見からのリレー）：１件（審判前） 

  ※数値はいずれも令和 7年１月時点 

資料２ 
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３ 養成における課題 

本市はこれまで、後見人の担い手として活躍できる人材の養成を目的に養成事業を実施してきたが、

養成した人数に対し、養成講座修了生名簿登録者や社協の支援員の登録は非常に少ない状況にある。 

また、令和 6年度、養成講座修了者を対象に実施した活動希望アンケートでは、市民後見人（個人

受任）として活動したいと回答した方は 23 人中 9 人に留まる結果であり、時間的な制約や仕事との

両立、年齢的に個人受任は難しい・自信がないといった回答も多く、社会貢献に対する意欲はあるも

のの市民後見人としての受任につながりづらい傾向にある。 

今後の養成については、国の計画にあるように後見人の担い手に限らず広く権利擁護の担い手とし

て養成していくことが必要と考える。 

 

４ 今後の方針について 

  令和 6年度中に、他市（中核市を想定）における市民後見人の養成状況や市民後見人選任以外の活

動状況について調査票による調査を行うこととしている。また、県内で先進的な取り組みを行う自治

体（古賀市及び大川市を想定）に先進地調査を実施し、調査内容をとりまとめることとしている（社

協へ委託）。 

  これらの調査結果を踏まえ、本市における市民後見人候補者の活躍の場の拡大に向けた更なる検討

を令和 7年度に実施する。 

  具体的には、厚生労働省が示す「持続可能な権利擁護支援モデル事業」の本市での導入可能性を含

めた検討を行うこととし、先進地調査及び本市における市民後見人候補者の活躍の場の創設に向けた

検討を行うこととする。 

  

 

【市民後見人養成フロー図】 
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久留米市市民後見人養成講座修了者の今後の活動に関するアンケート結果（速報値） 

 

１ アンケートの概要 

・対象者数：30名 

      養成講座修了生名簿登録者 29名 

      養成講座修了生名簿登録解除者のうちＲ６フォローアップ研修受講者 1名 

・実施期間：令和 6年 11月 11日～令和 6年 12月 13日 

・実施方法：郵送による（回答はＦＡＸ，持参も可とした） 

・内  容：別紙のとおり 

・回答者数：23名（回答率 76.7％） 

 

２ アンケート結果 

  

※いずれの項目も重複回答あり。回答者数の回答数の合計は一致しない。 

【今後の活動希望の理由】 

市民後見人 社会貢献がしたいから。 

やりがいがある活動だから。 

研修で学んできたことを活かしたいから。 

法人後見支援員/ 

日常生活自立支援事業支

援員 

現在も活動しており、慣れているから。 

高齢で責任も大きい中、無理せず活動できるから。 

個人受任には不安があるから（高齢、仕事との両立など）。 

普及啓発・広報活動 地域の集まりなどで制度の説明、高齢者や障害者の見守りや意思決定を支援 

する活動が必要と思うから。 

自宅周辺で必要な際に対応できると思うから。 

金銭管理を伴わない訪問

活動 

不正などのニュースを聞き、金銭・財産管理には関わりたくないから。 

金銭管理がなく、訪問活動の手助けができればと思うから。 

その他 人生あんしん事業の見守りなどをやってみたい。 

活動できない 兼業が禁止されており社協での活動ができない。 

家族の介護が必要だから。 
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参考資料１ 



久留米市市民後見人養成講座修了者の今後の活動に関するアンケート 

 

 

氏名                 記入日：令和  年  月  日  

 

１ あなたは現在、法人後見の支援員等として活動されていますか。 

  ア 久留米市社会福祉協議会の法人後見で活動中 

イ 久留米市社会福祉協議会の日常生活自立支援事業で活動中 

ウ その他（活動内容：                        ） 

エ 活動なし 

 

２ 上記で「エ 活動なし」と回答された場合、その理由 

 

 

 

３ あなたは、今後、市民後見人等としてどのような活動を希望されますか。 

（複数選択可） 

  ア 市民後見人（個人受任） 

イ 法人後見の支援員 

ウ 日常生活自立支援事業の支援員 

エ 成年後見制度の普及啓発・広報に関する活動（地域の集まりなどで制度の説明など） 

オ 金銭管理を伴わない訪問活動（高齢者や障害者の見守りや意思決定を支援する活動） 

カ その他（内容：                            ） 

キ 活動できない 

 

４ 今後の活動希望について、上記と回答された理由 

 

 

 

 

５ 市民後見人（個人受任）として活動する上で不安はありますか。 

  ア ある      イ ない     ウ 分からない 

 

６ 上記で「ア ある」と回答された場合、不安に思われている内容をお聞かせください。 

 

 

 

 

令和 6年 12月 13日（金）までに下記へ郵送、FAXまたはご持参ください。 

郵送の場合：同封の返信用封筒をご利用ください。 

FAXの場合：FAX０９４２－３６－６８４５ 久留米市長寿支援課（栗木）あて 



第二期成年後見制度利用促進基本計画 一部抜粋
参考資料２
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